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静岡市がん検診精度管理協議会（任期：令和７年８月14日から令和９年８月13日まで）

静岡市がん検診精度管理協議会



○静岡市附属機関設置条例（抄） 

平成30年３月20日 

条例第17号 

（趣旨） 

第１条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第138条の４第３項及び地方公営企業法（昭和27

年法律第292号）第14条の規定に基づく本市の附属機関の設置等については、法令又は他の条

例に定めのあるもののほか、この条例の定めるところによる。 

（設置） 

第２条 市の執行機関及び公営企業管理者（以下「執行機関等」という。）の附属機関として、

別表第１に掲げる附属機関を設置する。 

２ 前項の規定によるもののほか、執行機関等は、必要の都度、別表第２に掲げる附属機関を

設置する。 

３ 前２項の規定によるもののほか、執行機関等が必要があると認めるときは、臨時的事務を

処理するための附属機関（設置期間が１年以内のものに限る。）を設置する。 

４ 前項の附属機関の細目は、必要の都度、この条例の規定に準じて、執行機関等の規則（公

営企業管理者にあっては、管理規程をいう。以下同じ。）で定める。 

（所掌事務） 

第３条 附属機関の所掌事務は、別表第１及び別表第２の所掌事務の欄に定めるとおりとする。 

（組織） 

第４条 附属機関の委員の定数は、別表第１及び別表第２の定数の欄に定めるとおりとする。 

２ 委員は、別表第１及び別表第２の委員の構成の欄に定める者並びに執行機関等が必要があ

ると認める者のうちから、執行機関等が委嘱し、又は任命する。 

３ 執行機関等は、市民を附属機関の委員に委嘱する場合は、その選任の方法を公募によるよ

う努めるものとする。 

４ 執行機関等は、特別の事項を調査し、又は審議するため必要があると認めるときは、附属

機関に臨時の委員（以下「臨時委員」という。）を置くことができる。 

（委員） 

第５条 委員の任期は、別表第１及び別表第２の任期の欄に定めるとおりとする。ただし、補

欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、臨時委員は、その者の委嘱又は任命に係る特別な事項に関する

調査審議が終了したときは、当該委嘱又は任命を解かれるものとする。 



３ 委員は、再任されることができる。 

４ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。 

（会長等） 

第６条 附属機関に会長又は委員長（以下「会長等」という。）を置き、会長等は、別表第１

及び別表第２の会長等の欄に定める者とする。 

２ 会長等は、附属機関の会務を総理し、附属機関を代表する。 

３ 会長等は、附属機関の会議の議長となる。 

４ 附属機関に、会長等の指名により、副会長又は副委員長を置く。 

５ 副会長又は副委員長は、会長等を補佐し、会長等に事故があるとき、又は会長等が欠けた

ときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第７条 附属機関の会議は、会長等が招集する。 

２ 附属機関は、委員（臨時委員を含む。）の過半数が出席しなければ、会議を開くことがで

きない。 

３ 附属機関の議事は、出席委員（臨時委員を含む。）の過半数をもって決し、可否同数のと

きは、会長等の決するところによる。 

（部会） 

第８条 執行機関等は、執行機関等の規則に定めるところにより、執行機関等の規則に定める

事項を処理するため、附属機関に部会を置くことができる。 

２ 前項に定めるもののほか、附属機関は、特定又は専門の事項について調査し、又は審議す

るため必要があると認めるときは、附属機関に臨時に部会を置くことができる。 

３ 附属機関は、会長等が附属機関に諮って定めるところにより、部会の決議をもって附属機

関の決議とすることができる。 

（意見の聴取） 

第９条 附属機関は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、附属機関の会

議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。 

（委任） 

第10条 この条例に定めるもののほか、附属機関の運営に関し必要な事項は、会長等が附属機

関に諮って定める。 

附 則 

（施行期日） 



１ この条例は、平成30年４月１日から施行する。 

（静岡市行財政改革推進審議会条例等の廃止） 

２ 次に掲げる条例は、廃止する。 

（１）静岡市行財政改革推進審議会条例（平成15年静岡市条例第24号） 

（２）静岡市政策・施策外部評価委員会条例（平成27年静岡市条例第86号） 

（３）静岡市生涯学習推進審議会条例（平成20年静岡市条例第12号） 

（４）静岡市保健所運営協議会条例（平成15年静岡市条例第162号） 

（５）静岡市精神保健福祉審議会条例（平成18年静岡市条例第37号） 

（６）静岡市食育推進会議条例（平成19年静岡市条例第18号） 

（７）静岡市大規模小売店舗立地審議会条例（平成28年静岡市条例第19号） 

（８）静岡市水防協議会条例（平成15年静岡市条例第292号） 

（９）静岡市小学校及び中学校通学区域審議会条例（平成15年静岡市条例第263号） 

（10）静岡市スポーツ推進審議会条例（平成15年静岡市条例第121号） 

（経過措置） 

３ この条例の施行の際、現に別表第１に掲げる附属機関に相当する合議体（以下「従前の附

属機関等」という。）の委員である者は、この条例の施行の日に、別表第１の附属機関（以

下「新附属機関」という。）の委員として委嘱され、又は任命されたものとみなす。この場

合において、当該委嘱され、又は任命されたものとみなされる委員の任期は、第５条第１項

の規定にかかわらず、同日における従前の附属機関等の委員としての任期の残任期間と同一

の期間とする。 

４ 第４条第１項及び第２項の規定にかかわらず、前項の委員が在任する間の当該附属機関の

委員の定数及び構成は、なお従前の例による。 

５ この条例の施行の際、現に従前の附属機関等にされた諮問で答申がされていないものは、

それぞれ新附属機関にされた諮問とみなし、当該諮問について従前の附属機関等がした調査、

審議その他の手続は、それぞれ新附属機関がした調査、審議その他の手続とみなす。 

附 則（平成30年12月13日条例第79号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成31年３月20日条例第５号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成31年４月１日から施行する。 

（委員の任期の特例） 



２ この条例による改正後の静岡市附属機関設置条例別表第１の規定にかかわらず、この条例

の施行の日（以下「施行日」という。）以後最初に委嘱される静岡市都市景観表彰選考委員

会の委員の任期は平成32年３月31日までとし、施行日以後最初に委嘱される静岡市立清水病

院経営計画評価会議の委員の任期は同年10月31日までとする。 

附 則（令和３年３月11日条例第５号） 

この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年12月15日条例第76号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（委員の任期の特例） 

２ この条例による改正後の静岡市附属機関設置条例別表第１の規定にかかわらず、この条例

の施行の日以後最初に委嘱される静岡市再犯防止推進協議会の委員の任期は、令和５年３月

31日までとする。 

附 則（令和４年３月18日条例第８号） 

この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年７月12日条例第28号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（令和５年３月20日条例第12号） 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年３月19日条例第20号） 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の静岡市附属機関設置条例別表第１の規定にかかわらず、この条例

の施行の日以後に委嘱される静岡市中央新幹線建設事業影響評価協議会の委員の任期は、令

和７年７月13日までとする。 

別表第１（第２条から第６条まで関係） 

（平30条例79・平31条例５・令３条例５・令３条例76・令４条例８・令４条例28・令

５条例12・令６条例20・一部改正） 

１ 市長 

附属機関 所掌事務 定数 委員の構成 任期 会長等 



静岡市食育推進会

議 

食育基本法（平成17年法律

第63号）第33条第１項に基

づく市町村食育推進計画

の作成及びその実施の推

進について調査審議する

こと。 

15人以内 １ 学識経験を

有する者 

２ 食育の推進

に関係する団

体を代表する

者 

３ 市民 

４ 国の関係地

方行政機関の

職員 

５ 市職員 

２年 委員の互

選により

定める者 

静岡市国民健康保

険特定健康診査等

実施計画推進協議

会 

高齢者の医療の確保に関

する法律（昭和57年法律第

80号）第19条第１項に規定

する特定健康診査等実施

計画の実施の推進につい

て調査審議すること。 

７人以内 １ 学識経験を

有する者 

２ 医師 

３ 特定健康診

査等を実施す

る機関を代表

する者 

４ 市民 

２年 委員の互

選により

定める者 

静岡市がん検診精

度管理協議会 

健康増進法施行規則（平成

15年厚生労働省令第86号）

第４条の２第６号に規定

するがん検診の精度管理

に係る施策について調査

審議すること。 

８人以内 １ 学識経験を

有する者 

２ 医師 

３ がん検診を

実施する機関

を代表する者 

４ 市民 

２年 委員の互

選により

定める者 

 



資料１

１．がん検診受診率
（１）がん検診受診率(受診推奨年齢40歳～69歳：子宮頸がんは20歳～：前立線がんは50歳～）

年度 胃がん 子宮頸がん 乳がん 大腸がん 肺がん 前立腺がん

R2年度 12.0% 50.1% 39.2% 24.0% 20.6% 28.5%

R3年度 11.9% 52.9% 39.6% 23.8% 19.8% 28.8%

R4年度 11.3% 53.9% 39.7% 24.4% 19.7% 27.7%

R5年度 12.0% 43.1% 33.0% 24.7% 20.4% 29.2%

R6年度 10.7% 38.5% 30.0% 24.1% 19.9% 27.0%
※胃がんは、Ｒ５年度より対象を国指針に合わせて５０歳以上隔年に変更

※受診率の分母は、推定対象者数＝市の人口－就業者数＋農林水産業者数

（２）がん検診受診者数（総数）
年度 胃がん 子宮頸がん 乳がん 大腸がん 肺がん 前立腺がん

R６年９月末 2,879 人 7,028 人 3,740 人 15,347 人 28,097 人 9,692 人

R７年９月末 2,828 人 6,888 人 3,593 人 15,811 人 18,551 人 9,986 人

前年比 △ 51 △ 140 △ 147 464 △ 9,546 294
※一部医療機関で未報告のため

大幅に減少している
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資料２

２．静岡市がん検診プロセス管理指標（精密検査受診率・がん発見者数等）
国の精検受診率目標値：９０％ R7.8.9時点

（１）胃がん検診 対象年齢：50歳以上偶数年齢に変更（Ｒ５年度から）

１次検診 がん がん 陽性反応 陽性反応

年度 受診者数 合計 発見率 発見率 的中度 的中度

(A) 人(B) ％ (B/A) 人 ( C ) ％ (C/B) ( D ) 早期 進行 (D/A) 許容値 (D/B) 許容値

胃Ｘ線＋胃内視鏡

R１年度 19,758 1,665 8.4% 794 47.7% 21 15 6 0.11% 0.11％以上 1.26% 1.0％以上
R２年度 17,682 1,427 8.1% 741 51.9% 17 12 5 0.10% 0.11％以上 1.19% 1.0％以上
R３年度 17,671 1,645 9.3% 843 51.2% 23 18 5 0.13% 0.11％以上 1.40% 1.0％以上
R４年度 17,330 1,563 9.0% 903 57.8% 24 19 5 0.14% 0.11％以上 1.54% 1.0％以上
R５年度 8,046 523 6.5% 404 77.2% 15 7 8 0.19% 0.11％以上 2.87% 1.0％以上
R６年度 7,436 415 5.6% 353 85.1% 9 7 2 0.12% 0.19％以上 2.17% 2.5％以上

胃Ｘ線のみ

R１年度 10,340 928 9.0% 124 13.4% 3 1 2 0.03% ― 0.32% ―
R２年度 9,478 746 7.9% 125 16.8% 3 0 3 0.03% ― 0.40% ―
R３年度 9,404 782 8.3% 166 21.2% 3 0 3 0.03% ― 0.38% ―
R４年度 9,028 776 8.6% 216 27.8% 3 2 1 0.03% ― 0.39% ―
R５年度 3,685 160 4.3% 86 53.8% 4 1 3 0.11% ― 2.50% ―
R６年度 3,278 111 3.4% 81 73.0% 1 0 1 0.03% ― 0.90% ―

胃内視鏡のみ

R１年度 9,418 737 7.8% 670 90.9% 18 14 4 0.19% ― 2.44% ―
R２年度 8,204 681 8.3% 616 90.5% 14 12 2 0.17% ― 2.06% ―
R３年度 8,267 863 10.4% 677 78.4% 20 18 2 0.24% ― 2.32% ―
R４年度 8,302 787 9.5% 687 87.3% 21 17 4 0.25% ― 2.67% ―
R５年度 4,361 363 8.3% 318 87.6% 11 6 5 0.25% ― 3.03% ―
R６年度 4,158 304 7.3% 272 89.5% 8 7 1 0.19% ― 2.63% ―

（２）子宮頸がん 対象年齢：20歳以上偶数年齢に変更（Ｒ５年度から）

１次検診 がん がん 陽性反応 陽性反応

年度 受診者数 合計 発見率 発見率 的中度 的中度

(A) 人(B) ％ (B/A) 人 ( C ) ％ (C/B) ( D ) 上皮内 浸潤 (D/A) 許容値 (D/B) 許容値

R１年度 19,076 594 3.1% 105 17.7% 1 1 0 0.01% 0.05％以上 0.17% 4.0％以上
R２年度 18,714 587 3.1% 86 14.7% 1 1 0 0.01% 0.05％以上 0.17% 4.0％以上
R３年度 21,033 703 3.3% 506 72.0% 9 3 6 0.04% 0.05％以上 1.28% 4.0％以上
R４年度 19,631 552 2.8% 377 68.3% 7 0 7 0.04% 0.05％以上 1.27% 4.0％以上
R５年度 16,750 434 2.6% 282 65.0% 10 5 5 0.06% 0.05％以上 2.30% 4.0％以上
R６年度 15,004 398 2.7% 280 70.4% 11 3 8 0.07% 0.15％以上 2.76% 5.9％以上

（３）乳がん 対象年齢：40歳以上偶数年齢に変更（Ｒ５年度から）

１次検診 がん がん 陽性反応 陽性反応

年度 受診者数 合計 発見率 発見率 的中度 的中度

(A) 人(B) ％ (B/A) 人 ( C ) ％ (C/B) ( D ) 早期 進行 (D/A) 許容値 (D/B) 許容値

R１年度 11,950 551 4.6% 207 37.6% 16 ― ― 0.13% 0.23％以上 2.90% 2.5%以上
R２年度 10,690 461 4.3% 261 56.6% 21 ― ― 0.20% 0.23％以上 4.56% 2.5%以上
R３年度 12,102 467 3.9% 366 78.4% 37 ― ― 0.31% 0.23％以上 7.92% 2.5%以上
R４年度 11,018 450 4.1% 407 90.4% 19 ― ― 0.17% 0.23％以上 4.22% 2.5%以上
R５年度 10,888 377 3.5% 299 79.3% 33 ― ― 0.30% 0.23％以上 8.75% 2.5%以上
R６年度 9,042 359 4.0% 302 84.1% 33 ― ― 0.36% 0.31％以上 9.19% 4.8%以上

対象 受診者

要精密者 がん発見者数

対象 受診者

要精密者 がん発見者数

がん発見者数

対象 受診者

要精密者

1



資料２

（４）大腸がん 対象年齢：40歳以上

１次検診 がん がん 陽性反応 陽性反応

年度 受診者数 合計 発見率 発見率 的中度 的中度

(A) 人(B) ％ (B/A) 人 ( C ) ％ (C/B) ( D ) 早期 進行 (D/A) 許容値 (D/B) 許容値

R１年度 39,297 3,204 8.2% 1,037 32.4% 42 ― ― 0.11% 0.13％以上 1.31% 1.9％以上
R２年度 38,324 3,234 8.4% 1,352 41.8% 87 ― ― 0.23% 0.13％以上 2.69% 1.9％以上
R３年度 38,609 2,954 7.7% 1,428 48.3% 69 ― ― 0.18% 0.13％以上 2.34% 1.9％以上
R４年度 40,453 3,142 7.8% 1,911 60.8% 49 ― ― 0.12% 0.13％以上 1.56% 1.9％以上
R５年度 42,099 3,168 7.5% 1,721 54.3% 88 ― ― 0.21% 0.13％以上 2.78% 1.9％以上
R６年度 41,659 3,186 7.6% 1,708 53.6% 85 ― ― 0.20% 0.21％以上 2.67% 3.0％以上

（５）肺がん 対象年齢：40歳以上

１次検診 がん がん 陽性反応 陽性反応

年度 受診者数 合計 発見率 発見率 的中度 的中度

(A) 人(B) ％ (B/A) 人 ( C ) ％ (C/B) ( D ) 早期 進行 (D/A) 許容値 (D/B) 許容値

R１年度 48,803 1,204 2.5% 1,157 96.1% 19 ― ― 0.04% 0.03％以上 1.58% 1.3％以上
R２年度 45,250 1,315 2.9% 959 72.9% 19 ― ― 0.04% 0.03％以上 1.44% 1.3％以上
R３年度 48,876 1,508 3.1% 1,128 74.8% 17 ― ― 0.03% 0.03％以上 1.13% 1.3％以上
R４年度 46,845 1,569 3.3% 1,222 77.9% 15 ― ― 0.03% 0.03％以上 0.96% 1.3％以上
R５年度 47,897 1,900 4.0% 1,523 80.2% 11 ― ― 0.02% 0.03％以上 0.58% 1.3％以上
R６年度 45,829 1,824 4.0% 1,458 79.9% 14 ― ― 0.03% 0.05％以上 0.77% 2.2％以上

（６）前立腺がん 対象年齢：50歳以上

１次検診 がん がん 陽性反応 陽性反応

年度 受診者数 合計 発見率 発見率 的中度 的中度

(A) 人(B) ％ (B/A) 人 ( C ) ％ (C/B) ( D ) 早期 進行 (D/A) 許容値 (D/B) 許容値

R１年度 19,191 1,446 7.5% 382 26.4% 54 ― ― 0.28% ― 3.73% ―
R２年度 18,433 1,463 7.9% 332 22.7% 46 ― ― 0.25% ― 3.14% ―
R３年度 18,692 1,412 7.6% 424 30.0% 35 ― ― 0.19% ― 2.48% ―
R４年度 19,744 1,492 7.6% 423 28.4% 39 ― ― 0.20% ― 2.61% ―
R５年度 19,634 1,523 7.8% 486 31.9% 65 ― ― 0.33% ― 4.27% ―
R６年度 19,105 1,547 8.1% 439 28.4% 48 ― ― 0.25% ― 3.10% ―

要精密者 がん発見者数

対象 受診者

がん発見者数

対象 受診者

要精密者 がん発見者数

対象 受診者

要精密者

2



（参考）

各がん検診５歳区分（令和６年度）

（１）胃がん検診（全体）
早期胃がん 進行胃がん 食道がん 計

年齢|性別 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男女 男女 男女 男女

40-44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45-49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50-54 170 450 620 3 13 16 1 2 3 0 0 0 0

55-59 120 296 416 7 4 11 2 1 3 0 0 0 0

60-64 298 617 915 21 22 43 3 4 7 1 0 0 1

65-69 440 520 960 25 38 63 6 3 9 1 0 0 1

70-74 1,092 965 2,057 77 41 118 9 7 16 3 0 2 5

75-79 684 574 1,258 53 36 89 9 3 12 1 2 0 3

80-84 533 418 951 35 28 63 2 7 9 0 0 1 1

85-89 107 90 197 5 2 7 0 0 0 1 0 0 1

90-94 35 24 59 2 3 5 1 2 3 0 0 0 0

95-100 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100-104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3,481 3,955 7,436 228 187 415 33 29 62 7 2 3 12

一次受検者からの比率 5.58% 0.83% 0.09% 0.03% 0.04% 0.16%

要精密判定者からの比率 14.94% 1.69% 0.48% 0.72% 2.89%

一次受診者 要精密検査 うち、要精密未受診

1



（参考）

 ①胃がん検診（胃X線）
早期胃がん 進行胃がん 食道がん 計

年齢|性別 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男女 男女 男女 男女

40-44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45-49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50-54 83 278 361 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

55-59 68 164 232 2 3 5 1 0 1 0 0 0 0

60-64 168 350 518 11 10 21 3 2 5 0 0 0 0

65-69 225 268 493 8 13 21 4 1 5 0 0 0 0

70-74 483 416 899 24 10 34 7 3 10 0 0 0 0

75-79 256 211 467 13 7 20 6 1 7 0 1 0 1

80-84 154 95 249 5 2 7 0 1 1 0 0 0 0

85-89 28 21 49 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

90-94 5 5 10 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0

95-100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100-104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,470 1,808 3,278 64 47 111 21 9 30 0 1 0 1

一次受検者からの比率 3.39% 0.92% 0.00% 0.03% 0.00% 0.03%

要精密判定者からの比率 27.03% 0.00% 0.90% 0.00% 0.90%

 ②胃がん検診（胃内視鏡）
早期胃がん 進行胃がん 食道がん 計

年齢|性別 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男女 男女 男女 男女

40-44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45-49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50-54 87 172 259 3 12 15 1 2 3 0 0 0 0

55-59 52 132 184 5 1 6 1 1 2 0 0 0 0

60-64 130 267 397 10 12 22 0 2 2 1 0 0 1

65-69 215 252 467 17 25 42 2 2 4 1 0 0 1

70-74 609 549 1,158 53 31 84 2 4 6 3 0 2 5

75-79 428 363 791 40 29 69 3 2 5 1 1 0 2

80-84 379 323 702 30 26 56 2 6 8 0 0 1 1

85-89 79 69 148 4 2 6 0 0 0 1 0 0 1

90-94 30 19 49 2 2 4 1 1 2 0 0 0 0

95-100 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100-104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2,011 2,147 4,158 164 140 304 12 20 32 7 1 3 11

一次受検者からの比率 7.31% 0.77% 0.17% 0.02% 0.07% 0.26%

要精密判定者からの比率 10.53% 2.30% 0.33% 0.99% 3.62%

一次受診者 要精密検査 うち、要精密未受診

一次受診者 要精密検査 うち、要精密未受診

2



（参考）

（２）子宮頸がん
浸潤がん 上皮内がん 計

年齢|性別 計 計 計

20-24 0 1 1

25-29 0 0 0

30-34 0 0 0

35-39 0 0 0

40-44 1 1 2

45-49 0 0 0

50-54 1 0 1

55-59 0 0 0

60-64 3 1 4

65-69 0 0 0

70-74 2 0 2

75-79 0 0 0

80-84 1 0 1

85-89 0 0 0

90-94 0 0 0

95-100 0 0 0

100-104 0 0 0

8 3 11

一次受検者からの比率 0.05% 0.02% 0.07%

要精密判定者からの比率 2.01% 0.75% 2.76%

（３）乳がん

年齢|性別

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85-89

90-94

95-100

100-104

一次受検者からの比率

要精密判定者からの比率

1,288

803

1,244

814

1,362

1,017

215

22

68

2

72

28

33

35

56

31

43

40

8

8 2

7

4

4

6

2

6

3599,042

9

0

1

43

313

0

0

0

3

18

795

計

1

0

3.97% 0.36%0.63%

15.88% 9.19%

2

57

0

0

0

0

1,363

785 3

33

0

0

0

1

68

45

17

1,104

計 計 計

一次受診者 要精密検査 うち、要精密未受診

計 計 計

一次受診者 要精密検査 うち、要精密未受診 乳がん判定者

15,004

1,093

1,596

1,151

2,077

1,436

1,641

65

355

738

1,363

36

846

707

5

23

12

2

32

10

14

13

13

14

4

8

20

35

37

56

48

118398

2.65% 0.79%

29.65%

0

3

2

3

1

1

0

0

13

7

7

2

1

0

3



（参考）

（４）大腸がん
大腸がん

年齢|性別 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男女

40-44 324 988 1,312 16 50 66 10 26 36 0

45-49 487 1,329 1,816 32 65 97 12 31 43 0

50-54 699 1,662 2,361 47 74 121 25 28 53 2

55-59 684 1,699 2,383 45 81 126 24 28 52 0

60-64 1,116 2,405 3,521 84 128 212 30 56 86 6

65-69 2,499 3,619 6,118 164 183 347 65 65 130 7

70-74 3,760 4,712 8,472 328 305 633 151 125 276 16

75-79 3,901 4,479 8,380 410 342 752 192 153 345 19

80-84 2,307 2,651 4,958 295 214 509 139 119 258 17

85-89 862 989 1,851 127 111 238 71 55 126 14

90-94 203 238 441 35 40 75 24 23 47 4

95-100 16 29 45 6 4 10 6 2 8 0

100-104 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

16,859 24,800 41,659 1,589 1,597 3,186 749 711 1,460 85

一次受検者からの比率 7.65% 3.50% 0.20%

要精密判定者からの比率 45.83% 2.67%

（５）肺がん
原発性肺がん

年齢|性別 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男女

40-44 175 802 977 2 7 9 1 3 4 0

45-49 242 1,033 1,275 6 9 15 2 0 2 0

50-54 359 1,219 1,578 3 17 20 1 4 5 0

55-59 310 1,239 1,549 12 22 34 0 1 1 0

60-64 552 1,744 2,296 18 46 64 6 7 13 0

65-69 2,808 3,967 6,775 100 125 225 29 16 45 0

70-74 4,239 5,467 9,706 151 182 333 43 27 70 2

75-79 4,713 5,888 10,601 232 242 474 47 32 79 3

80-84 3,167 3,895 7,062 180 191 371 39 38 77 6

85-89 1,347 1,632 2,979 98 92 190 26 21 47 2

90-94 398 509 907 44 37 81 12 8 20 1

95-100 51 69 120 4 3 7 0 2 2 0

100-104 0 4 4 0 1 1 0 1 1 0

18,361 27,468 45,829 850 974 1,824 206 160 366 14

一次受検者からの比率 3.98% 0.80% 0.03%

要精密判定者からの比率 20.07% 0.77%

一次受診者 要精密検査 うち、要精密未受診

一次受診者 要精密検査 うち、要精密未受診
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資料３



2



【これまでの経緯と今後の予定】

• 令和７年３月に作成し、４月から各医療機関において配布にご協力いただいている。

• 第２版を年内に発行したいと考えている。

※第２版の各がん検診の原稿案は次ページ参照



4



5



6



7



8



【胃がん部会】



【大腸がん部会】



【肺がん部会】



【乳がん部会】



【子宮頸がん部会】


